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身体活動・運動に関する数値目標と施策の提案 

 

研究分担者 井上 茂 東京医科大学公衆衛生学分野・教授 

 

研究要旨 

次期健康日本 21 の身体活動・運動に関して、【研究１】歩数・運動習慣者割合の目標値の提案、

【研究２】身体活動支援環境の整備に関する目標の提案、【研究３】ロジックモデルの改訂を行っ

た。【研究１】では、国民健康・栄養調査のデータを用いて 2032 年の歩数・運動習慣者割合を予測

し歩数は男女とも成人 8000 歩／日、高齢者 6000 歩／日、運動習慣者割合は男女とも、成人 30％、

高齢者 50％を目標として提案した。【研究２】では、現在検討が進められている新しい身体活動・

座位行動ガイドラインとの整合をはかりつつ、オプションとして４つの目標、すなわち、立地適正

化計画等の都市計画を評価し目標とする案（Ａ案）、国全体の立地適正化計画の策定状況を目標と

する案（Ｂ案）、健康日本 21（第二次）の環境整備目標の改訂案（Ｃ案）、国民健康・栄養調査等の

調査を用いて環境整備の状況を評価する案（Ｄ案）を提案した。またＤ案を用いて全国 122 都市、

38,798 人のインターネット調査を行った。【研究３】では、身体活動専門家や学会のワーキンググ

ループでの議論を経てロジックモデルを改訂した。 
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Ａ．研究目的 

【研究１】歩数・運動習慣者割合の目標の検討 

国民健康・栄養調査のデータを用いて、国民

の平均歩数、および運動習慣者割合の将来予想

行い、次期健康づくり運動プランにおける目標

値を提案することを目的とする。 

【研究２】身体活動支援環境の目標の検討 
身体活動支援環境目標については、2019～

2021 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金

（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研

究事業）「健康日本 21（第二次）の総合的評価

と次期健康づくり運動に向けた研究」（研究代

表者 辻 一郎、研究協力者 井上 茂、以下「辻

班」とする。）においても議論した。本研究では、

それらの議論に基づき、実施可能性や妥当性の

観点から、１）～３）までの目標案を提案した。 

１）身体活動・運動の視点から立地適正化計画

等の都市計画および運動施設等の整備状

況を調査し目標とする案（市町村レベルで

の環境評価、Ａ案およびＢ案） 

２）健康日本 21（第二次）の目標の改訂案（都

道府県レベルでの環境評価、Ｃ案） 

３）国民健康・栄養調査を用いて環境整備の状

況を評価する案（国民レベルでの環境評価、

Ｄ案） 
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【研究３】身体活動・運動ロジックモデルの改訂 

2019～2021 年度の辻班において身体活動・運

動のロジックモデルが提案された。本年度は、

次期健康づくり運動に関する専門家委員会等

の議論を踏まえ、また、身体活動専門家および

学会（日本健康教育学会）ワーキンググループ

の議論を参考に、ロジックモデルを改訂した。 

 

Ｂ．研究方法 

【研究１】歩数・運動習慣者割合の目標の検討 

国民健康・栄養調査では 1995 年から 2019 年

にかけて、おおよそ一貫した方法によって歩数

調査および運動習慣に関する調査を行ってい

る。これらのデータを用いてトレンド分析を行

い、2032 年の予測値を推定した。 

１）歩数 

1995 年～2019 年までに得られた歩数データ

のうち、①20歳未満の者、②歩数が 100 歩／日

未満および 50000 歩／日以上の者を除外した。  

分析方法は、まず各年の歩数の平均値を求め

た。次に、2032 年の予測値については、健康日

本 21（第二次）の計画期間を踏まえて、2010 年

～2019 年分データをもとに、米国 CDC による

“Trend analysis tool”１）を用いて、年齢区

分別（成人[20歳～64 歳]、高齢[65歳以上]）・

性別に算出した。なお、拡大調査年である 2012

年、2016 年は、通常の年度とサンプリング方法

が異なるため、予測値の計算からは除外した。

また、2020 年度以降の調査は新型コロナウイル

ス感染症の影響で中止となっていたことより、

2019 年度調査が得られる直近データであった。 

２）運動習慣者割合 

国民健康・栄養調査において、運動習慣者は

「１回 30 分以上の運動を週２回以上実施し、

１年以上継続している」と定義され、継続的に

調査されている。2013 年までは、「運動の習慣

はありますか」という単一の質問に「はい」と

回答した者を運動習慣ありと判定していたが、

2014年以降は、運動の頻度・時間・継続期間を

直接尋ねて、定義にあてはまるものを運動習慣

ありと判定している。 

本研究では、1995 年～2019 年までに得られ

た運動習慣の有無に関するデータを用いたが、

2032 年の予測値の算出には健康日本 21（第二

次）の計画期間を踏まえて、2010 年～2019 年分

データを用いた。分析には、米国 CDC による

“Trend analysis tool”1)を用い、2032 年の予

測値を年齢区分（成人[20歳～64 歳]、高齢[65

歳以上]）・性別ごとに算出した。なお、拡大調

査年である 2012 年、2016 年は、他の年度とサ

ンプリング方法が異なるため、予測値の計算か

らは除外した。また、2020 年度以降の調査は新

型コロナウイルス感染症の影響で中止となっ

ていたことより、2019 年度調査が得られる直近

データであった。 

 

【研究２】身体活動支援環境の目標の検討 
身体活動支援環境に関する目標は健康日本

21（第二次）において既に設定されているが、

2019～2021 年度の辻班における検討で、第二次

計画の課題として、①どのような事業を行えば

環境整備を行っているといえるのか、その定義

がややあいまいなこと、②評価が都道府県レベ

ルにとどまっているが、本来ならは事業を実施

する市町村レベルの評価が理想であること、な

どが指摘されていた。一方で、取得可能なデー

タに限りがあることや市町村レベルでの調査

の難しさなど、目標値として採用する上での課

題もある。そこで、本研究では、調査の実施可

能性も踏まえて３つオプションとなる案（最終

的にはＡ～Ｄの４案となる）を提案することと

した。すなわち、１）市町村レベルでの評価と

して都市計画に着目し、市町村担当者が当該市

町村の都市計画及び運動関連施設の整備状況

を評価する案、２）都道府県レベルの評価とし

て健康日本 21（第二次）の調査方法を改訂する

案、３）国民レベルの評価として国民・健康栄

養調査等の公的調査を活用する案、である。そ

れぞれの検討方法は以下の通りである。 
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１）身体活動・運動の視点から、市町村担当者

に対し、立地適正化計画等の都市計画および運

動施設等の整備状況を調査し目標とする案（市

町村レベルの評価） 

 身体活動は、日常生活における労働、家事、

通勤・通学などに伴う活動（生活活動）と、運

動・スポーツなどのように体力の維持・向上を

目的として計画的・意図的に実施される活動

（運動）に大別される。生活活動と運動は、そ

れぞれ活動の目的や場所が異なるため、環境整

備の方法も異なる。生活活動を改善するために

はさまざまな行動の変容が考えられるが、特に

日常生活での移動を自動車から徒歩や自転車、

公共交通に切り替えることの重要性は高い。い

わゆる walkabilityといわれる地域環境の研究

は、身体活動の中でも主に移動に着目したもの

であり、エビデンスが多い。移動行動の変容は、

ある程度個人の努力によっても可能だが、環境

としては都市構造の影響が大きく、生活の中で

歩く機会が増えるような都市構造の構築、まち

づくりを実現することが重要である。そこで、

複数の都市計画の専門家と意見交換を行い、ウ

ォーカブルな都市構造の実現に資すると考え

られる立地適正化計画に着目した。具体的には、

以下の i)から vi)の方法により、市町村職員が

都市計画（主には立地適正化計画）を評価する

案を作成した。なお、i)から vi)の過程は論文
2）において詳細に示されている。ここでは要点

を述べる。 

ⅰ）評価項目の作成 

立地適正化計画の評価項目（案）を KJ法で抽

出した。この作業は都市計画の専門家と身体活

動専門家の協働で行った。調査項目は都市計画

の要素として、Ｐ（計画）、Ｄ（実行）、Ｃ（調

査）にグルーピングされた。最終的に、８項目

の評価項目案が作成された。 

ⅱ)北関東 12 都市の立地適正化計画の検討 

 作成された８項目案を用いて試行的に北関

東地方 12 都市の立地適正化計画を評価した。

この作業は主に都市計画の専門家が自治体ホ

ームページからダウンロードした立地適正化

計画をもとに行った。なお、北関東を対象とし

たのは、都市類型に多様性があり、検討を行っ

た研究者らに土地感があるという理由であっ

た。この試行により、各項目を評価することの

難易度、得点分布、項目の内容妥当性、評価者

間の一致度、等を検討した。 

ⅲ)北関東２都市の都市計画部門担当者へのヒ

アリング調査 

作成した評価項目の内容妥当性や調査とし

ての実現可能性を確かめるために、北関東地区

の２都市の都市計画課担当者へのヒアリング

調査を実施した。 

ⅳ)運動の環境整備に関する質問項目の検討 

一方で、運動関連の環境については、都市計

画専門家と協議を重ね、運動・スポーツ施設、

公園、歩行空間等の整備状況に関する 5項目の

質問紙を作成した。 

ⅴ)最終案の作成 

i-ⅳ)の検討を踏まえて、生活活動の環境整

備状況を評価する５項目、運動の環境整備状況

を評価する５項目を最終提案として選定した。 

 

２）健康日本 21（第二次）の目標の改訂版（都

道府県レベルの評価） 

健康日本 21（第二次）における身体活動支援

環境の目標は、都道府県担当者に対する質問紙

調査であった。これまでの評価方法の課題とし

て、①どのような事業を行えば環境整備を行っ

ているといえるのか、その定義があいまいなこ

と、②協議会の設置状況や、都道府県が行う市

町村への補助事業の内容が十分に把握されて

いないこと、の２点を課題と考え、調査方法の

改定案を作成した。 

 

３）国民健康・栄養調査等の統計調査の活用し

目標とする案（国民レベルの評価） 

次期計画の目標設定の基本方針の一つとし

て、公的統計の活用が示されている。これを踏

まえて、身体活動支援環境を国民への質問紙に
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よって調査し、目標とする案を提案した。また、

作成した質問紙を用いてインターネット調査

を行った。 

ⅰ）質問紙の開発 

新しい身体活動・座位行動ガイドラインを検

討する澤田班で提案された身体活動支援環境

インフォーメーションシート（案）を参考にし

て質問項目を策定した。インフォメーションシ

ートは身体活動支援環境を４つのカテゴリー

に分類している。すなわち、まず環境を物理的

環境と社会的環境に大別し、さらに支援される

身体活動を生活活動と運動に分類している。す

なわち、生活活動を支援する物理的環境と社会

的環境、運動を支援する物理的環境と社会的環

境の４つの環境である。この概念に基づいて、

質問紙はそれぞれの環境について、対象者の周

囲の環境を各１項目で尋ねる形とした。これに

より、計４項目からなる質問紙を開発した。 

ⅱ)質問紙を用いた調査の施行 

本質問紙の回答分布や妥当性を検討するた

めに、全国 122 都市に居住する住民（n=38798）

に対し、同質問紙を用いたインターネット調査

を実施した。今後、データ分析を進めるが、本

報告書では、速報として対象者のうち、各都道

府県の県庁所在地に在住する市民（n=15732）に

ついて、県庁所在地間での回答分布を示した。 

 

【研究３】ロジックモデルの改訂 

身体活動・運動のロジックモデルは、最初の

版を令和２年度辻班の報告書に示している。本

研究では、このロジックモデルを改定するため

に専門家から意見聴取し、学会（日本健康支援

学会）のワーキンググループで検討を行った。 

１）専門家からの意見聴取 

現在、検討が進められている新しい身体活

動・座位行動ガイドラインとの整合性を図るた

めに、ガイドラインの改訂作業を行う身体活動

専門家と協議した。また、新ガイドライン（案）、

これに付属するファクトシート（案）、インフォ

メーションシート（案）との整合性を中心にロ

ジックモデルを検討した。 

 

２）学会における検討 

日本健康教育学会内に「環境づくり研究会」

（武見ゆかり委員長、井上茂委員等で構成）を

立ち上げロジックモデルの改訂に関する意見

交換を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

研究１（国民健康・栄養調査データを用いた

将来予測）および研究２（身体活動支援環境に

関するインターネット調査）は、いずれも東京

医科大学において医学研究倫理審査委員会で

承認を得たうえで実施した。研究３は、倫理審

査は不要である。 

 

Ｃ．研究結果 

【研究１】歩数・運動習慣者割合の目標の検討

（資料１） 

１）歩数 

予測値算出に用いた対象者は 2010 年～2019

年までに歩数計調査に応じた 20 歳以上の男女

90804人のうち、拡大調査年である 2012 年およ

び 2016 年を除いた 46361 人（うち男性 21384

人、女性 24977 人）であった。 

1995 年～2019 年の平均歩数の推移および

2020 年以降の歩数の予測値を、図１-２−Ａに示

す。2032 年の歩数の予測値(±標準誤差)は、成

人（20－64 歳）男性は 7499(±645)歩、高齢(65

歳以上 )男性は 5038(± 947)、成人女性は

6037(±796)歩、高齢女性は 4640(±871)歩であ

った。トレンド分析の結果、全ての性・年齢層

で歩数は横ばい、または減少傾向と予測された。 

この将来予測に基づいて、目標値を検討した。

米国 Healthy People 2030 が推奨する目標値の

設定フローに従うと、歩数については「予測値

に基づく目標設定」により目標値を決めること

が推奨される。しかし、本研究の結果より、2032

年の予測値に 10％を加えても、直近（2019 年）

の歩数と、ほぼ変わらないか、一部の性・年代
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層では、直近の値（現状値）よりも少ない値を、

目標値として設定することになる。以上を踏ま

えた研究班会議において現状値よりも低い目

標は目標値として好ましくないという議論が

あり、Healhty people 2030 の目標設定フロー

におけるもう一つの推奨方法である「パーセン

ト目標」を採用することとした。すなわち直近

調査の歩数に 10％を加えた値を目標値とする

方法である。さらに、現在検討が進められてい

る「健康づくりのための身体活動・座位行動指

針（案）」において、生活習慣病等を発症するリ

スクを低減させるために、個人が達成すること

が望ましい身体活動の基準が、成人8000歩/日、

高齢者 6000 歩/日であることを考慮して、次期

健康日本 21 においても国民の目標として成人

の平均歩数 8000 歩/日、高齢者の平均歩数 6000

歩/日を目標値として提案した（資料１−３−Ａ）。 

個人の目標と集団の目標は本来異なるもの

だが、これが数値的に一致することは、啓発上

は都合が良いと思われる。また、成人と高齢者

のそれぞれで、男女同じ歩数の目標値を設定す

ることで、関係者間で目標値の認知が向上する

ことが期待できる。 

 

２）運動習慣者の割合 

予測値算出に用いた対象者は 2010 年～2019

年までに国民健康・栄養調査において歩数計調

査を受けた 20 歳以上の男女 90804 人のうち、

拡大調査年である 2012 年および 2016 年を除い

た 56203 人（うち男性 26258 人、女性 29945 人）

であった。 

1995 年～2019 年の運動習慣者割合の推移お

よび 2020 年以降の割合の予測値を、資料１-２

−Ｂに示す。2032 年の割合の予測値(±標準誤

差)は、成人男性は 19.9(±9.9)％、高齢男性は

36.3(15.4)％、成人女性は 7.2(±10.2)％、高

齢女性は 33.9 (±7.4)％であった。トレンド分

析の結果、全ての性・年齢層で割合は横ばい、

または減少傾向が予測された。 

運動習慣者割合の目標値は、歩数と同様の理

由で、Healthy People 2030 における「パーセ

ント目標」に従い、直近の値から 10％ポイント

を加えた値を基本とした。その結果、成人は男

女ともに 30％、高齢者は男女ともに 50％を目

標値として提案した(資料１−３−Ｂ)。歩数と同

様に、運動習慣者も男女同じ数値を目標とする

形にした。 

 

【研究２】身体活動支援環境の目標の検討 

方法に示した手順により、以下の４案を身体

活動支援環境の目標として提案した（資料２−

１〜４）。 

１）Ａ案およびＢ案：身体活動・運動の視点か

ら、市町村担当者に対し、立地適正化計画等の

都市計画および運動施設等の整備状況を調査

し目標とする案（市町村レベルでの評価を目標

とする案）（資料２−１、２−２） 

市町村担当者に回答していただくことを前

提に、立地適正化計画等の都市計画および運動

施設等の整備状況を評価するための質問紙（Ａ

案）を作成した。本質問紙は３問の大問で構成

される。立地適正化計画を策定していない自治

体もあることから、問１により、都市計画マス

タープランや自治体総合計画も評価対象に含

めて評価する形式とした。立地適正化計画等が

身体活動・運動推進の視点をどの程度含められ

ているかを問２として、市町村の運動施設等の

環境整備がどの程度実施されているかを問３

とした。 

次期健康日本 21 の目標として、問２の小問

で「はい」と回答する項目が一定数以上の自治

体の増加を生活活動の環境整備が良好な市町

村とし、問３で「整備した」との回答が一定数

以上の市町村を運動の環境整備が良好な自治

体とすることを提案した（目標値設定のために

はベースライン調査が必要となる）。 

次に、市町村調査が困難な場合のオプション

として、国土交通省が定期的に収集している

「立地適正化計画を策定している市町村数」を

目標とする案（Ｂ案）を提案した。立地適正化
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計画そのものがコンパクトな都市構造を指向

するもので、walkability が高まることと方向

性が一致している。より簡易な目標となりうる

と考えた。 

２）Ｃ案：健康日本 21（第二次）の目標の改訂

版（都道府県レベルの評価を目標とする案） 

（資料２−３） 

 調査票は全体で４問構成とした。実施可能性

の観点から、問１・問３は健康日本 21（第二次）

の調査票と基本的には同じ構成とした。今回、

新たに問２・問４を追加し、協議会および補助

事業の具体的内容の質問を追加した。問 4につ

いて、自治体担当者の理解を助ける目的で、記

入方法に関する資料を別添として用意した。な

お、問２および問４は、①具体例の記入を求め

ることで調査の意図をより正しく理解してい

ただき実効性を高めること、②最終評価には用

いないものの、関連情報を収集することで次々

期計画の策定の資料となること、を狙ったもの

である。 

目標案（Ｃ案）は、健康日本 21（第二次）と

同様に、問１または問３で「はい」と回答した

都道府県を身体活動の環境改善に取り組む都

道府県と定義した上で、すべての都道府県で身

体活動の環境整備に取り組むことを目標とす

る案である。 

３）Ｄ案：国民健康・栄養調査等の統計調査の

活用した指標（国民レベルでの評価を目標とす

る案）（資料２−４） 

ⅰ)調査票の開発 

調査票は、身体活動支援環境インフォーメー

ションシート（案）に示された４つの環境整備

のそれぞれに対応した各１問、計４問で構成し

た。問１「自動車なしでは生活することが難し

い地域だ」は生活活動の物理的環境を、問２「利

用しやすい運動場所（スポーツジム、体育館、

プール、公園・緑地、遊歩道など）が多い地域

だ」は運動の物理的環境を、問３「歩いたり、

自転車に乗ったりする機会（地域活動、買い物、

通勤、お出かけなど）が多くある地域だ」は生

活活動の社会的環境を、問４「運動教室やスポ

ーツ・体操サークルなどが盛んな地域だ」は運

動の社会的環境を評価する質問として作成し

た。 

調査結果に基づく判定は以下のとおり行う

ことを提案した。問１・３のういずれかで、「よ

くあてはまる」または「ややあてはまる」と回

答した者を、良好な生活活動支援環境を有する

者とする。また、問２・４のうちいずれかで、

「よくあてはまる」または「ややあてはまる」

と回答した者を、良好な運動支援環境を有する

者とする。生活環境支援環境と運動支援環境は

別個に取り扱い、それぞれについて、「環境良好

であると認知している国民の割合」を目標の指

標とすることを提案する。 

ⅱ)Ｄ案を用いた調査の試行（資料２−５） 

Ｄ案質問紙を用いて、インターネット調査を

行った。分析対象者数は全国 122 都市に居住す

る38798人である。平均年齢は51.7(±14.8)歳、

男性は 21193 人（54.6%）であった。 

この質問紙により、身体活動支援環境が良好

と判定された者の割合は、①生活活動の物理的

環境が 42.8%、②運動の物理的環境が 56.8％、

③生活活動の社会的環境は 62.2％、④運動の社

会的環境が 33.3％であった。いずれの質問も、

対象者の回答は同一の選択肢に集中すること

なく、ある程度の散らばりが確認された。Ｄ案

の判定方法に基づけば、「生活活動支援環境が

良好であると認知する者の割合」は 73.9％、「運

動支援環境が良好であると認知する者の割合」

は 63.8％であった。この数値を増やすことが環

境整備の目標となる。 

また、県庁所在地のデータ（n=15732）のみを

対象に、①～④の各選択肢（よくあてはまる～

全くあてはまらない）に対し１～４点の点数を

つけたうえで、県庁所在地別の平均点を示した。

①～④の各問の平均点は都市間で差がみられ、

人口の多い都市部ほど身体活動支援環境の得

点が高い傾向がみられた。 
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【研究３】ロジックモデルの改訂（資料３） 

改訂したロジックモデルを資料３に示す。昨

年度のロジックモデルからの変更点は、以下の

とおりである。 

① 次期計画の専門委員会で議論されている次

期健康日本 21 の目標に沿って、「歩数」「運

動習慣者割合」「滞在快適性等向上区域（ウ

ォーカブル区域）を設定している市町村数」

を含めた。 

② 環境アプローチを、身体活動支援環境インフ

ォメーションシートに基づき、物理的環境と

社会的環境を分類した。 

③ アウトプットとして、身体活動支援策を、実

施主体を意識して整理した。 

④ 得られた意見は今後アクションプランに活

用できる可能性があるアイディアとしてで

きるだけ含めた。 

 

Ｄ．考 察 

【研究１】歩数・運動習慣者割合の目標の検討 

本研究では、健康日本 21（第二次）での目標

である、歩数と運動習慣者割合について、第二

次の計画期間の推移をもとにした将来予測値

を行い、これに基づいて次期計画の目標値を提

案した。 

全体的に下降トレンドであり、現状値から増

加を狙う目標はチャレンジングな目標だが、そ

れでも第二次計画の目標を切り下げる形とな

る。目標値は、関係者に認知されやすいように

男女同数としたが、一部の性・年齢層では将来

予測値との乖離幅が大きい。また、将来予測に

は、2020 年以降の COVID-19 の影響が反映され

ていない（国民健康・栄養調査が一時中断した

ため）ことにも留意する必要がある。COVID-19

によるテレワークやネットショッピング等の

普及が身体活動に影響している可能性が高く、

流行の終息後も「移動」を行わずに済むような

生活習慣が継続する可能性がある。社会の動向

を踏まえた効果的な対策の推進が望まれる。 

 

【研究２】身体活動支援環境の目標の検討 

健康日本 21（第二次）では、身体活動支援環

境の目標を、都道府県担当者に対する調査で評

価していた。しかし、現在の方法の課題として、

環境の定義がややあいまいなこと、評価単位が

都道府県レベルとなっていること、すなわち、

本来は事業を実施する市町村が望ましいこと

などがあげられていた。 

そこで本研究では、最も優先する提案（Ａ案）

として、市町村担当者を対象とした調査票案を

作成した。身体活動は生活活動と運動に分類さ

れ、それぞれが異なる目的・場所で実施される。

行動によって関連してくる環境が異なること

を踏まえて、生活活動支援環境の整備状況と、

運動支援環境の整備状況を把握する質問を分

けて、調査票を作成した。生活活動支援環境の

評価は、都市のコンパクト化を目指す立地適正

化計画に着目した。各自治体が策定する立地適

正化計画が身体活動を支援するような内容に

なっているかどうかを評価するものである。都

市のコンパクト化は身体活動を促進する環境

要 因 と し て 多 く の エ ビ デ ン ス が あ る

walkabilityの改善につながる。Walkabilityに

ついては、人口密度、土地利用の多様性、良好

な道路ネットワークの関数である Walkability 

index を用いた研究のエビデンスが多い。一般

に人口の集約したコンパクトな都市では

Walkability indexが高くなるので、立地適正

化 計 画 に よ る 都 市 の コ ン パ ク ト 化 は

Walkability indexの高い都市構造の構築につ

ながり、生活活動、特に歩行を増やす効果が期

待できる。運動支援環境の整備状況の評価は運

動の場所として「運動・スポーツ施設」「歩行空

間」「自転車走行空間」「公園」に着目して整備

状況を尋ねる調査票とした。この目標（Ａ案）

は、都市計画部門と健康部門の分野横断的な目

標設定であり、省庁間の協働が推進されること

も期待される。 

次にＡ案の実現が難しい場合の目標として

３つの案を提案した。Ｂ案は立地適正化計画を
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定めている自治体数そのものを目標項目とす

る案である。国交省が把握しているデータをそ

のまま用いることができる点が特徴であるが、

立地適正化計画の内容そのものまでは評価で

きない。 

Ｃ案は健康日本 21（第二次）で用いられた評

価方法の改定案である。現在の課題である、「環

境整備」「財政支援」の定義のあいまいさを少し

でも改善することを目指した改訂案だが、都道

府県レベルで評価するにとどまるという課題

が残る。 

Ｄ案は国民健康・栄養調査等の公的な調査を

想定した質問紙調査の案である。ＡＢＣ案が環

境整備の「取り組み状況」を目標とするのに対

して、このＤ案は「環境そのもの（の国民によ

る認知）」を目標とする案である。環境そのもの

が変わらない限り変化しないので、環境整備の

取り組み状況と比較すると、より「変化しにく

い」指標かもしれない。また、ＡＢＣ案と比較

して、何を行えばよいのか、という具体的な方

向性が見えにくい可能性もある。Ｄ案について

はインターネット調査で調査票を用いた試行

を行っており、次年度以降分析を進め、アクシ

ョンプランにつなげたい。 

 

【研究３】ロジックモデルの改訂 

 本年度は身体活動専門家からの意見と、次期

健康日本 21 に向けた専門委員会等の議論を踏

まえて、できだけ多くの要素をロジックモデル

に含めるようにした。議論の中で、アクション

プランにつなげるための方向性として、①国・

都道府県・市町村・職場・学校・民間等の取り

組みの主体別にアクションのヒントになるこ

とが示せるとよい、②生活活動・運動といった

行動別のロジックモデルを作成する必要性な

どが指摘された。次年度以降、さらにアクショ

ンプランを意識したロジックモデルに改訂し

ていきたい。 

 

 

Ｅ．結 論 

【研究１】歩数・運動習慣者割合の目標の検討 

2010 年以降の国民の歩数・運動習慣者割合は

いずれも減少傾向であり、将来も引き続き減少

することが予測される。本研究では、成人（20-

64 歳）は男女とも 8000 歩、高齢者（65歳以上）

は男女とも 6000 歩を次期計画の目標として提

案した。運動習慣者割合は、成人は男女とも

50％、高齢者は男女とも 30％を目標として提案

した。 

 

【研究２】身体活動支援環境の目標の検討 

 以下の４案を提案した。 

Ａ案)市町村担当者への調査票による評価 

Ｂ案)国全体の立地適正化計画の策定状況を

目標とする案 

Ｃ案)都道府県担当者への調査票による評価

（健康日本 21（第二次）の改定案） 

Ｄ案)国民健康・栄養調査等の国民を対象とし

た調査票による評価 

 

【研究３】ロジックモデルの改訂 

改訂版身体活動・運動のロジックモデル

（v5.4）を作成した。 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

  なし 

２．実用新案登録 

  なし 

３．その他 
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資料２－３の続き 

Ｃ案の調査票の別添 
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資料２－４：国民健康・栄養調査等で質問紙を用いて評価する案（Ｄ案） 

あなたが「お住まいの地域の環境」は、以下の特徴に、どの程度あてはまりますか。 
 

  

よ
く
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
ら
な
い 

全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い 

①   自動車なしでは生活することが難しい地域だ。 1 2 3 4 

②   利用しやすい運動場所（スポーツジム、体育館、プール、

公園・緑地、遊歩道など）が多い地域だ。 
1 2 3 4 

③   歩いたり、自転車に乗ったりする機会（地域活動、買い

物、通勤、お出かけなど）が多くある地域だ。 
1 2 3 4 

④   運動教室やスポーツ・体操サークルなどが盛んな地域だ。 1 2 3 4 

 
 

Ｄ案による判定方法 
1. 生活活動支援環境の整備状況の評価：①・③のうちいずれかで、「よくあてはまる」または「やや

あてはまる」と回答した者の割合の増加 

2. 運動支援環境の整備状況の評価：②・④のうちいずれかで、「よくあてはまる」または「ややあて
はまる」と回答した者の割合の増加 

 

 

 

資料２－５:Ｄ案を用いたインターネット調査結果 

回答の分布（n=38798、全国 122 都市のデータ） 

 

よ
く
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
ら
な
い 

全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い 

①自動車なしでは生活することが難しい地域だ。 
11403 

(29.4%) 

10799 

(27.8%) 

7744 

(20.0%) 

8852 

(22.8%) 

②利用しやすい運動場所（スポーツジム、体育館、プ

ール、公園・緑地、遊歩道など）が多い地域だ。 

4327 

(11.2%) 

17691 

(45.6%) 

12191 

(31.4%) 

4589 

(11.8%) 

③歩いたり、自転車に乗ったりする機会（地域活動、

買い物、通勤、お出かけなど）が多くある地域だ。 

6187 

(16.0%) 

17966 

(46.3%) 

10627 

(27.4%) 

4018 

(10.4%) 

④運動教室やスポーツ・体操サークルなどが盛んな地

域だ。 

1564 

(4.0%) 

11363 

(29.3%) 

18666 

(48.1%) 

7205 

(18.6%) 

*色付きは身体活動支援環境が良好と判定されることを示す 
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資料２－５の続き 

県庁所在地別の記述統計（n=15732、県庁所在地のみのデータを用いた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊①～④は、各選択肢（よくあてはまる～全くあてはまらない）まで 1～4点の点数をつけたうえ、県庁所

在地別の平均点を示す。なお、点数が高い方がより良好な環境を示す。
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資料３：【研究３】改訂版身体活動・運動のロジックモデル（V5.4） 

 

プ
ロ
セ
ス

（
取
組
・対
策
）

ア
ウ
ト
プ
ット

（
⾏
動
・環
境
）

ア
ウ
ト
カ
ム

（
⾝
体
活
動
・運
動
）

⽇
常
⽣
活
に
お
け
る歩
数
の
増
加

運
動
習
慣
者
の
割
合
の
増
加

運
動
や
ス
ポ
ー
ツを
習
慣
的
に
⾏
って
い
な
い
⼦
ども
の
割
合
の
減
少

座
位
時
間
が8
時
間
以
上
の
⼈
の
割
合
の
減
少

＊
あ
るい
は
、ガ
イド
ライ
ン順
守
率
の
増
加

【個
⼈
ア
プ
ロー
チ】

情
報
・啓
発
（
ガ
イド
ライ
ン、
キ
ャン
ペ
ーン
、啓
発
ツー
ル
）

健
康
づ
くり
のた
め
の⾝
体
活
動
指
針
（
アク
ティ
ブ
ガイ
ド）
の
普
及
・啓
発

運
動
資
源
の
認
知
向
上

（
ウォ
ー
キン
グ
マッ
プ、
運
動
資
源
マッ
プ
、運
動
プロ
グ
ラム
の
紹
介
な
ど）

⾝
体
活
動
・運
動
プ
ロ
グ
ラム
の
提
供

特
定
保
健
指
導

健
康
増
進
施
設
にお
け
る運
動
指
導
（
標
準
的
な
運
動
プロ
グ
ラム
）

⾃
治
体
・職
場
・⺠
間
等
によ
る⾝
体
活
動
・運
動
プロ
グ
ラム
の
提
供

総
合
型
地
域
スポ
ー
ツク
ラブ
の
充
実

社
会
的
⽀
援
の
充
実（
仲
間
づ
くり
、運
動
⾃
主
グル
ー
プ、
指
導
者
の
育
成
、等
）

社
会
的
役
割
の
創
出（
仕
事
、家
事
、ボ
ラン
ティ
ア、
社
会
参
加
等
）

【環
境
ア
プ
ロー
チ】
住
⺠
が
運
動
しや
す
い
まち
づ
くり
・環
境
整
備
に取
り組
む
⾃
治
体
数
の
増
加

⽣
活
活
動
を
⾏
う場
所

巨
視
的
環
境

都
市
環
境
・都
市
計
画
（
居
住
・都
市
機
能
の
⽴
地
適
正
化
、道
路
ネ
ット
ワー
ク）

交
通
環
境
・交
通
計
画
（
公
共
交
通
政
策
）

微
視
的
環
境
滞
在
快
適
性
等
向
上
区
域
（
ウ
ォー
カ
ブ
ル
区
域
）
を
設
定
して
い
る
市
町
村
数
の
増
加
（
現
在
提
案
さ
れて
い
る
環
境
⽬
標
案
）

都
市
・建
築
空
間
デ
ザ
イン
（
都
市
施
設
、建
築
物
・住
宅
、歩
道
、⾃
転
⾞
道
、道
路
、階
段
、広
場
な
ど）

職
場
環
境
（
オフ
ィス
レ
イア
ウト
、
⽴
ち机
・⽴
ち会
議
設
備
、階
段
デ
ザ
イン
、共
⽤
スペ
ー
スデ
ザ
イン
、運
動
設
備
、ロ
ッカ
ー
、シ
ャワ
ー
、駐
輪
場
な
ど）

運
動
を
⾏
う場
所

運
動
場
所
の
整
備

公
共
・⺠
間
の
運
動
施
設
、学
校
・保
育
園
・幼
稚
園
、公
園
・緑
地
、⾃
転
⾞
道
・遊
歩
道
、⼭
・河
原
・海
岸
な
どの
⾃
然
環
境
、な
ど

運
動
場
所
へ
の
ア
クセ
ス

運
動
場
所
の
認
知
、利
⽤
時
間
、料
⾦
、交
通
な
ど利
⽤
しや
す
さ

【セ
ッテ
ィン
グ】

学
校
にお
け
る
対
策
（
健
診
、体
育
教
育
、通
学
、休
み
時
間
、掃
除
、環
境
整
備
な
ど）

職
場
にお
け
る
対
策
（
健
診
、健
康
経
営
、運
動
プロ
グ
ラム
、通
勤
、環
境
整
備
な
ど）

地
域
にお
け
る
対
策
（
健
診
、健
康
増
進
施
設
（
指
定
運
動
療
法
施
設
を含
む
）
、運
動
⾃
主
グル
ー
プ、
通
い
の場
、⾝
体
活
動
・運
動
キ
ャン
ペー
ン、
環
境
整
備
な
ど）

【個
⼈
】

健
康
づ
くり
のた
め
の⾝
体
活
動
・座
位
⾏
動
基
準
を認
知
す
る者
の
割
合
の
増
加

⾏
政
・⺠
間
が
実
施
す
る⾝
体
活
動
・運
動
プロ
グ
ラム
へ
の参
加
者
の
増
加

体
育
館
・ス
ポ
ー
ツジ
ムを
利
⽤
す
る者
の
増
加

徒
歩
・⾃
転
⾞
・公
共
交
通
で
通
学
す
る児
童
・⽣
徒
の
増
加

徒
歩
・⾃
転
⾞
・公
共
交
通
で
通
勤
す
る労
働
者
の
増
加

徒
歩
・⾃
転
⾞
・公
共
交
通
によ
る買
い
物
の
増
加

部
活
動
、ス
ポ
ー
ツク
ラブ
等
で
運
動
に
取
り組
む
児
童
・⽣
徒
の
増
加

外
遊
び
す
る
児
童
の
増
加

運
動
⾃
主
グル
ー
プに
参
加
す
る者
の
増
加

運
動
関
連
イベ
ント
へ
の参
加
者
の
増
加

特
定
健
診
・特
定
保
健
指
導
実
施
率
の
向
上

座
りす
ぎ
労
働
者
の
減
少

通
い
の場
に参
加
す
る⾼
齢
者
の
増
加

⾼
齢
者
の
社
会
参
加
の
増
加

孤
⽴
・孤
独
を感
じる
者
の
減
少/
外
出
しな
い
⾼
齢
者
の
減
少

⽇
常
的
に掃
除
、洗
濯
、料
理
等
の
⾝
体
活
動
を
伴
う家
事
を⾏
う者
の
増
加

【環
境
】

⾝
体
活
動
・運
動
分
野
の
専
⾨
家
が
所
属
す
る保
健
所
の
増
加

休
み
時
間
、掃
除
、部
活
動
等
を活
⽤
して
⾝
体
活
動
増
進
に取
り組
む
学
校
の
増
加

健
康
増
進
プロ
グ
ラム
を有
す
る総
合
型
地
域
スポ
ー
ツク
ラブ
の
増
加

運
動
⾃
主
グル
ー
プの
増
加

通
い
の場
の
増
加

地
域
ソー
シ
ャル
キ
ャピ
タル
の
醸
成

地
域
の
交
通
安
全
の
向
上

地
域
の
治
安
の
向
上

ウォ
ー
カビ
リテ
ィの
向
上
（
密
度
・混
合
⼟
地
利
⽤
度
・道
路
ネ
ット
ワー
クな
どの
都
市
構
造
の
変
化
）

モビ
リテ
ィ・
マネ
ジ
メン
ト（
M
M）
に取
り組
む
職
場
・学
校
・⾃
治
体
の
増
加
（
通
勤M
M、
通
学
M
M、
買
い
物
M
M）

厚
⽣
労
働
⼤
進
施
設
（
指
定
運
動
療
法
施
設
を含
む
）
の増
加

健
康
スポ
ー
ツ
医
や
⾝
体
活
動
・運
動
指
導
に理
解
の
ある
かか
りつ
け
医
の
増
加

⾝
体
活
動
・運
動
推
進
や
座
りす
ぎ
対
策
を実
施
す
る職
場
の
増
加

⾝
体
活
動
・運
動
の
ロジ
ック
モ
デ
ル
v5
.4
（
令
和
5年
度
1⽉
20
⽇
更
新
）

⾚
太
字
︓
主
⽬
標
項
⽬
⾚
字
︓
副
⽬
標
緑
字
︓
開
発
中
の
⽬
標
⿊
字
︓
研
究
途
上
の
⽬
標


